
◎学校教育の情報化の推進に関する法律 
（令和元年六月二八日法律第四七号）（衆）   

一、 提案理由（令和元年五月一五日・衆議院文部科学委員会） 

○盛山議員 ただいま議題となりました学校教育の情報化の推進に関する法律案につき

まして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 近年、情報通信技術であるＩＣＴを活用した教育について、教育の質の向上や教育格

差の是正に果たす役割が注目されており、地方公共団体や学校においては、ＩＣＴを活

用した学習活動の充実に向けたさまざまな取組が行われてきております。ＩＣＴについ

ては、時間的、空間的制約を超えること、双方向性を有することなどがその特性とされ

ており、学校においても、このような特性を効果的に活用し、子供たちの興味、関心を

高め、理解しやすい授業などを実現することが重要であります。 

 この点、学校教育法が昨年改正され、本年四月から新たにデジタル教科書の使用が認

められるようになったことから、今後は、デジタル教科書の活用により、子供たちの理

解が進むとともに、多様な学習ニーズへの対応が期待されているところです。 

 その一方で、ＩＣＴの活用を進めるに当たっては、授業での効果的な利用が期待され

る質の高いデジタル教材が不足していること、ＩＣＴ機器の整備や校内ネットワーク等

の構築にコストがかかり、地域によってその整備状況に差異が生じていることなどが課

題となっております。 

 そこで、本案は、全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることがで

きる環境の整備を図るため、学校教育の情報化の推進化に関し、基本理念を定め、国、

地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、学校教育の情報化の推進に関する計画

の策定その他の必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。 

 第一に、学校教育の情報化の推進に当たっての基本理念として、ＩＣＴの特性を生か

し、児童生徒の能力、特性等に応じた教育や双方向性のある教育等の実施による知識及

び技能の効果的な習得、デジタル教材による学習とデジタル教材以外の学習を組み合わ

せるなどの多様な方法による学習の推進、家庭の経済的な状況等にかかわりなく全ての

児童生徒が学校教育の情報化の恵沢を享受できることなどを定めることとしております。 

 第二に、学校教育の情報化の推進に関し、国、地方公共団体及び学校の設置者の責務

を定めるとともに、政府は、学校教育の情報化の推進に関する施策を実施するため必要

な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととしております。 

 第三に、文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針、期間、目

標等を定めた学校教育情報化推進計画を策定することとしております。また、都道府県

及び市町村は、国の計画を基本として、その地域における計画を策定するよう努めるこ

ととしております。 

 第四に、学校教育の情報化の推進に関する基本的施策として、デジタル教材等の開発

及び普及の促進、適切な内容のデジタル教材をデジタル教科書として使用するための教



科書制度の見直し、障害のある児童生徒の教育環境の整備等の施策を講ずることとして

おります。 

 最後に、本案は、公布の日から施行することとしております。 

 以上が、本法案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院文部科学委員長報告（令和元年五月一六日） 

○亀岡偉民君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境

の整備を図るため、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し

ようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、基本理念として、学校教育の情報化の推進に当たっては、情報通信技術の特

性を生かした双方向性のある教育の実施や、デジタル教材による学習とその他の学習を

組み合わせた多様な方法による学習の推進等を行わなければならないこととすること、 

 第二に、学校教育の情報化の推進に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにする

とともに、政府は、必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこととす

ること、 

 第三に、文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、学校教育情報化推進計画を定めなければならないとするとともに、

地方公共団体においては、同計画を基本として、その区域における推進計画を定めるよ

う努めるものとすること 

などであります。 

 本案は、第百九十七回国会に提出され、継続審査となっていたものであり、今国会に

おいては、昨十五日、提出者盛山正仁君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、

採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院文教科学委員長報告（令和元年六月二一日） 

○上野通子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、学校教育の情報化の推進に関する法律案は、学校教育の情報化の推進に関し、

基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び学校教育の情報化の推

進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、学校教育の情報化に当たっての課題等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 



……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

 


